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　低年齢児の入所増に伴い、保

育所運営費を増額するものです。
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　塔之原ニュータウンは一般の

自治組織とは形態が異なり、町

内外から多数の住民の方が定住

されているが、自治会独自での

建設が困難であることから、集

会所用地購入費と集会所建設事

業補助金を計上するものです。

　なお、この事業は国の経済危

機対策に基づく地域活性化・経

済危機対策臨時交付金事業に位

置づけております。
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　泉源ポンプの故障時に緊急に

対応するための泉源ポンプ予備

機と、経年劣化により使用不能と

なった総合交流施設ラウンジの

調理機器を購入するための備品

購入費を増額計上するものです。
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　県営の中山間地域総合整備事

業の事業実績見込みに基づき、

県営事業負担金も増額するもの

です。
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　消防法改正によるグループホ

ーム等の防火安全対策としてス

プリンクラーの設置が義務付け

られたことに伴い、２施設への

補助金を計上するものです。
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　農地の有効活用のための土地

改良事業で従来の補助事業に該

当しない小規模の工事等を農地

有効利用支援整備事業により取

り組むため、工事費を計上する

ものです。
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　第四回定例会は12月10日招集され、12月22日までの13日間の会期で開催されました。

　今定例会では、平成21年度一般会計補正予算、特別会計及び水道事業会計補正予算及び一部事務

組合規約の変更３件を可決しました。

　また、陳情１件、請願１件を採択し、議員発議でこれらに係る意見書を可決しました。

　一般質問では、議員６名が12項目について質問しました。
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　竹迫集会所と上村集会所の施設整備のため、

集会所施設整備工事費を増額するものです。
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　栗野中学校屋内運動場改築事業及び吉松中学

校屋内運動場耐震補強事業に伴う設計監理業務

委託料と中学校施設整備工事費等を計上するも

のです。
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結果提案理由等議案

平成２２年３月２３日に廃止されることとなる姶良郡加治木
町、同郡姶良町、同郡蒲生町、姶良郡西部衛生処理組合及
び姶良郡西部消防組合を鹿児島県市町村総合事務組合か
ら脱退させ、同日に設置されることとなる姶良市を同組合
に加入させ、鹿児島県市町村総合事務組合規約を変更する
ことについて協議したいので、市町村の合併の特例等に関
する法律第１３条並びに地方自治法第286条第１項及び第
290条の規定により議会の議決を求めるもの。

鹿児島県市町村総合事務
組合を組織する地方公共
団体の数の減少及び鹿児
島県市町村総合事務組合
規約の変更について
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平成２２年３月２３日に廃止されることとなる姶良郡加治木
町及び同郡姶良町を姶良・伊佐地区介護保険組合から脱
退させ、同日に設置されることとなる姶良市を同組合に加
入させることについて協議したいので市町村の合併の特
例等に関する法律第１３条並びに地方自治法第286条第１項
及び第290条の規定により議会の議決を求めるもの。

姶良・伊佐地区介護保険
組合を組織する地方公共
団体の数の減少及び姶良
・伊佐地区介護保険組合
規約の変更について
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平成２２年３月２３日に廃止されることとなる姶良郡加治木
町、同郡姶良町及び同郡蒲生町を鹿児島県後期高齢者医療
広域連合から脱退させ、同日に設置されることとなる姶良
市を同広域連合に加入させることについて協議したいの
で、市町村の合併の特例等に関する法律第１３条並びに地方
自治法第291条の３第１項及び第291条の１１の規定により
議会の議決を求めるもの。

鹿児島県後期高齢者医療
広域連合を組織する地方
公共団体の数の減少につ
いて
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歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億8，852万2，000
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83億
654万1，000円とするもの。

平成21年度湧水町一般会
計補正予算（第7号）
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歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3，264万8，000
円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億
1，338万9，000円とするもの。

平成21年度湧水町国民健
康保険事業特別会計補正
予算（第3号）
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歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1，468万6，000
円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2，
364万7，000円とするもの。

平成21年度湧水町老人保
健事業特別会計補正予算
（第2号）
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歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ422万6，000円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億4，
655万5，000円とするもの。

平成21年度湧水町介護保
険事業特別会計補正予算
（第2号）
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歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ855万3，000円
を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3，
886万1，000円とするもの。

平成21年度湧水町後期高
齢者医療事業特別会計補
正予算（第2号）
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事業執行等に伴う営業外収益及び営業費用の増減と、道路
改修による工事費に係る補正が主なもの。

平成21年度湧水町水道事
業会計補正予算（第4号）
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「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通して、「人と
人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」
活動を続けているが、「協同労働の協同組合」には法的根
拠がないため、社会的理解が不十分であることから、「協
同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意
見書を国の関係機関に対し提出して頂きたい。

「協同出資・協同経営で
働く協同組合法」（仮称）
の速やかな制定について
意見書の提出を求める請
願
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政府において２０１０年に開かれる核拡散防止条約再検討会
議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく、
３項目にわたる事案の実現に関する意見書を、国の関係機
関に提出して頂きたい。

核兵器の廃絶と恒久平和
を求める陳情書
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歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ66万6，000円を追
加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ83億720万7，
000円とするもの。

平成21年度湧水町一般会
計補正予算（第8号）
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請願第1号の採択により、意見書を政府へ提出するもの。
「協同労働の協同組合法
（仮称）」の速やかな制定
を求める意見書
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陳情第8号の採択により、意見書を政府へ提出するもの。
核兵器の廃絶と恒久平和
を求める意見書
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　政府において２０１０年に開かれる核拡散防止条約再検討会議に向けて、
実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく、３項目にわたる事案の実
現に関する意見書を、国の関係機関に提出して頂きたい。

���
　核兵器の廃絶と恒久平和の実現は、世界唯一の被爆国

である我々日本国民の心からの叫びであり、陳情の主旨

は理解できる。

※採択により、衆・参議院議長、内閣総理大臣、外務

大臣へ意見書を提出。
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　「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通して、「人と人のつな
がりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けているが、
「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十
分であることから、「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定
を求める意見書を国の関係機関に対し提出して頂きたい。

　協同労働の協同組合は、働くこと・生きることに困

難を抱える人々自身が社会連帯の中で仕事をおこし、社

会に参加する道を開くものであり、法の速やかな制定を

要望することは理解できる。

※採択により、衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生

労働大臣、総務大臣、経済産業大臣へ意見書を提出。
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副
町
長
不
在
で
確
実

な
行
政
執
行
が
円
滑

に
出
来
る
か
町
長
に
伺
う
。

副
町
長
の
事
務
は
、

規
定
に
よ
り
総
務
課

長
が
代
決
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
務
は
担
当
課
長
に
指
示
し

て
い
ま
す
。
現
状
で
は
支
障

は
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
担
当
課
長
は
大
変
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

副
町
長
を
置
く
と
い
う
こ

と
に
は
意
味
が
あ
り
、
今
考

え
な
が
ら
事
務
執
行
し
て
い

ま
す
。
副
町
長
不
在
が
１
０

０
％
支
障
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

住
民
が
安
心
す
る
行

政
執
行
が
出
来
る
よ

う
、
是
非
早
急
な
副
町
長
の

設
置
を
望
む
。 

組
織
再
編
計
画
の
現

状
を
町
長
に
伺
う
。

平
成　

年
６
月
概
ね

２１

内
部
の
再
編
計
画
に

お
け
る
方
針
は
定
ま
っ
て
お

り
ま
す
。
今
後
、
地
域
審
議

会
や
行
政
改
革
推
進
委
員
会

等
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、

組
織
再
編
に
向
け
た
取
り
組

み
を
行
い
ま
す
。
意
見
の
内

容
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
沿
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

旧
慣
使
用
権
を
認
め

て
い
る
財
産
が
あ
る

か
町
長
に
伺
う
。

旧
慣
使
用
権
を
認
め

て
い
る
財
産
が
５
ケ

所
あ
り
ま
す
。
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答
弁
外
に
も
ま
だ
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
全

て
公
有
財
産
と
し
て
事
務
的

処
理
は
適
正
に
行
い
、
住
民

の
た
め
最
大
活
用
さ
れ
た
い
。

今
後
調
査
整
備
し
て

報
告
い
た
し
ま
す
。 
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市
町
村
制
施
行
以
前
か

ら
続
い
て
い
た
公
有
財
産

を
使
用
す
る
慣
行
を
意
味

し
、
そ
の
権
利
は
市
町
村

の
住
民
た
る
こ
と
に
よ
り

認
め
ら
れ
る
権
利
。

　

旧
慣
の
対
象
と
な
る
公

有
財
産
に
は
、
山
林
・
原

野
等
が
あ
る
。
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る
も
の
で
あ
り
、
地
方
税
が

充
実
さ
れ
れ
ば
地
方
交
付
税

は
縮
小
さ
れ
ま
す
。
地
方
債

に
つ
い
て
は
、自
己
決
定
・
自

己
責
任
の
観
点
が
重
要
視
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
地

方
債
借
入
れ
の
財
政
運
営
へ

の
影
響
を
考
慮
し
た
、
真
に

必
要
な
地
方
債
の
借
入
れ
と
、

資
金
を
借
入
れ
る
民
間
市
場

か
ら
信
頼
さ
れ
る
財
政
状
況

の
確
保
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。 

政
府
の
地
方
分
権
改

革
推
進
委
員
会
よ
り
、

地
方
税
の
減
収
補
て
ん
策
等

を
求
め
る
第
４
次
勧
告
を
首

相
に
提
出
さ
れ
た
が
、
現
在

本
町
が
財
源
と
し
て
い
る
地

方
債
や
事
業
等
に
ど
の
よ
う

な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
の

か
、
町
長
の
行
政
運
営
に
対

す
る
考
え
を
伺
う
。

地
方
税
制
改
革
と
地

方
交
付
税
は
連
動
す

こ
れ
ま
で
同
僚
議
員

よ
り
産
業
廃
棄
物
の

質
問
が
さ
れ
た
が
、
町
長
と

し
て
の
考
え
に
変
わ
り
は
な

い
の
か
再
度
伺
う
。

県
の
指
導
要
綱
に
基

づ
い
て
事
前
協
議
に

必
要
な
書
類
が
整
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま

だ
町
へ
の
送
付
や
概
要
の
説

明
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
以
前
と
考
え
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。こ

う
い
う
処
理
施
設

が
本
町
に
あ
っ
て
も

い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
の
か
、
町
長

の
見
解
を
伺
う
。

県
の
態
度
を
確
認
し

な
が
ら
、
本
町
に
と

っ
て
本
当
に
必
要
な
も
の
で

あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
我
が
行
政
区
域
内
の

こ
と
と
し
て
判
断
し
、
県
に

上
申
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
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必
要
で
あ
る
の
か
な

い
の
か
と
い
う
判
断

は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
が
、
町
長
の
考
え
を
伺

う
。

町
に
不
必
要
な
施
設

と
い
う
の
は
無
い
方

が
い
い
と
い
う
の
が
、
一
般

行
政
を
携
わ
る
町
長
の
考
え

方
で
す
。
こ
れ
は
産
廃
に
限

っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
全
て
の
法
的
な
関
係
を

ク
リ
ア
し
県
が
許
可
し
た
場

合
、
権
限
を
持
っ
て
い
る
上

級
団
体
に
徹
底
し
た
こ
と
が

言
え
る
の
か
。
町
が
認
め
な

い
と
し
て
も
社
会
的
に
は
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
議
会
の
意
見
も

聞
き
な
が
ら
県
に
意
見
を
出

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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政
権
交
代
が
な
さ
れ

本
町
の
抜
本
的
水
害

対
策
の
行
方
が
気
に
な
る
。

特
に
ダ
ム
政
策
に
否
定
的
な

現
政
権
下
で
鶴
田
ダ
ム
改
築

予
算
が
減
額
さ
れ
る
よ
う
だ

と
相
関
関
係
に
あ
る
本
町
の

阿
波
井
堰
改
築
に
も
大
き
な

ダ
メ
ー
ジ
が
予
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
国
や
国
会
議
員
等

と
接
触
し
、
本
町
の
抜
本
的

水
害
対
策
の
行
方
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
の
か
伺
う
。

政
情
の
見
え
な
い
現

段
階
で
は
っ
き
り
し

た
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

本
町
の
場
合
災
害
絡
み
で
あ

り
、
計
画
通
り
進
む
も
の
と

信
じ
て
お
り
ま
す
。
民
主
党

県
連
も
本
町
の
事
情
を
理
解

し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
今

後
も
国
の
動
向
を
注
視
し
、

行
政
、
議
会
、
住
民
が
一
体

と
な
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が

大
事
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

み
そ
加
工
を
め
ぐ
り

吉
松
中
央
生
活
改
善

セ
ン
タ
ー
に
予
約
が
集
中
し
、

予
約
で
き
な
い
グ
ル
ー
プ
か

ら
不
満
の
声
が
聞
こ
え
る
。

吉
松
中
央
生
活
改
善
セ
ン
タ

ー
で
は
、
み
そ
加
工
の
全
工

程
が
一
括
処
理
で
き
る
こ
と

か
ら
予
約
が
集
中
し
て
い
る

様
で
あ
る
。

　

栗
野
加
工
セ
ン
タ
ー
等
、

他
の
施
設
に
も
同
様
の
施
設

を
設
置
し
、
予
約
の
分
散
を

図
る
べ
き
と
思
う
が
、
町
長

の
見
解
を
伺
う
。

予
約
受
付
の
あ
り
方

や
栗
野
地
区
に
あ
る

加
工
施
設
の
利
用
実
態
を
調

査
し
、
適
切
な
対
応
策
を
講

じ
ま
す
。

栗
野
高
原
フ
ェ
ス
タ

に
マ
ン
ネ
リ
化
を
感

じ
る
が
、
そ
の
解
消
と
し
て
、

旧
吉
松
町
で
開
催
し
て
い
た

ス
カ
イ
フ
ェ
ス
タ
と
隔
年
開

催
し
た
な
ら
、
よ
り
効
果
的

と
思
う
が
町
長
の
見
解
を
伺

う
。

パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
は

本
町
が
全
国
に
イ
メ

ー
ジ
発
信
で
き
る
素
材
で
あ

る
事
を
今
年
の
秋
ま
つ
り
を

通
じ
て
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
一
方
栗
野
高
原
フ
ェ
ス

タ
の
造
形
展
は
民
間
主
導
で

始
め
ら
れ
た
経
緯
が
あ
り
、

今
後
関
係
者
と
話
し
合
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で

や
れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

前
向
き
に
取
り
組
み
ま
す
。
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爆
音
機
や
防
護
柵
等
、

町
で
も
鳥
獣
の
被
害

対
策
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

捕
獲
・
駆
除
に
追
い
つ
け
ず
、

農
家
は
農
林
産
物
の
被
害
の

た
め
日
々
の
生
活
が
危
う
く
、

農
林
産
物
の
収
穫
を
上
げ
よ

う
と
努
力
し
て
も
被
害
に
遭

い
生
活
が
出
来
な
い
。
今
後

ど
の
よ
う
な
被
害
対
策
を
講

じ
る
考
え
が
あ
る
か
伺
う
。

鳥
獣
の
被
害
対
策
は
、

そ
の
絶
対
数
を
減
ら

す
こ
と
が
最
大
の
効
果
と
考

え
ま
す
。
現
在
ま
で
特
効
薬

的
対
策
が
な
い
中
、
猟
友
会

の
協
力
に
よ
る
捕
獲
及
び
防

護
柵
の
設
置
等
で
捕
獲
数
も

年
々
増
え
、
加
え
て
自
助
努

力
対
策
に
よ
り
、
そ
の
効
果

が
着
実
に
表
れ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
に
つ
き
ま
し
て
も
、

生
息
の
絶
対
数
が
多
い
こ
と

か
ら
、
既
存
の
被
害
対
策
の

継
続
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

動
物
愛
護
で
共
生
を

言
わ
れ
て
い
る
が
、

人
間
は
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
等

に
よ
る
農
林
産
物
の
被
害
で

生
活
難
に
立
た
さ
れ
て
お
り
、

人
々
の
生
活
が
保
護
さ
れ
る

必
要
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

共
存
・
共
生
の
バ
ラ
ン
ス
を

保
つ
範
囲
で
、
シ
カ
、
イ
ノ

シ
シ
、
サ
ル
の
駆
除
は
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
森
林
も

雑
木
林
の
再
生
を
奨
励
す
れ

ば
、
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
も
里

に
降
り
て
来
ず
町
民
の
生
活

が
守
れ
る
と
思
う
が
、
町
長

の
考
え
を
伺
う
。

共
存
へ
の
生
息
環
境

整
備
に
つ
き
ま
し
て

も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

湧
水
町
に
お
い
て
は

イ
ノ
シ
シ
よ
り
シ
カ

の
頭
数
が
多
い
が
、
シ
カ
肉

は
好
ま
れ
な
い
た
め
捕
獲
す

る
人
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
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食
肉
処
理
施
設
に
委
託
す
る

か
、
ま
た
サ
ル
等
は
捕
獲
後
、

避
妊
治
療
し
て
放
す
と
い
っ

た
対
策
等
、
国
・
県
・
町
合

同
で
の
対
策
を
講
じ
る
考
え

は
な
い
か
伺
う
。

処
理
施
設
、
避
妊
治

療
は
問
題
点
が
多
く
、

新
規
の
被
害
対
策
等
に
つ
い

て
は
国
の
政
策
転
換
で
事
業

の
見
通
し
が
不
透
明
な
状
況

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の

動
向
を
見
極
め
て
対
応
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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吉
松
駅
周
辺
開
発
推

進
委
員
会
を
平
成　
２０

年
４
月
に
立
ち
上
げ
、
自
分

達
の
街
を
ど
う
活
性
化
す
る

か
、
ど
の
よ
う
な
街
並
み
に

す
る
か
、
委
員
一
人
ひ
と
り

が
青
写
真
を
作
り
検
討
し
そ

れ
を
基
に
区
長
、
委
員
会
を

中
心
に
関
係
住
民
に
停
車
場

周
辺
の
現
状
と
再
生
の
可
能

性
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る

の
が
現
在
の
状
況
で
す
。
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阿
波
井
堰
の
問
題
は

　

年
度
を
め
ど
に
進

２３

ん
で
い
く
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
に
平
行
し
て
川
添
竹
中
地

区
の
水
の
里
構
想
に
つ
い
て

も
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
が
、
町
長

の
所
見
を
伺
う
。

阿
波
井
堰
の
工
事
完

成
が
平
成　

年
度
の

２７

予
定
で
あ
り
ま
す
の
で
、
工

事
完
成
後
、
状
況
を
見
な
が

ら
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

肥
薩
線
１
０
０
周
年

記
念
事
業
の
成
果
と

反
省
点
に
つ
い
て
伺
う
。

成
果
と
し
て
吉
松
駅

周
辺
を
多
く
の
方
々

に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
空
き
家
を
活
用

し
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
オ
ー
プ

ン
、
駅
構
内
に
長
さ
約
２
０

０
メ
ー
ト
ル
の
花
壇
を
整
備

し
、
行
政
、
Ｊ
Ｒ
、
地
域
住

民
一
体
と
な
っ
た
花
植
え
、

Ｊ
Ａ
吉
松
婦
人
部
の
皆
さ
ん

が
、「
茶
花
亭
」
を
開
店
す
る

な
ど
、
地
域
住
民
の
方
々
に

も
喜
ば
れ
駅
前
周
辺
の
活
性

化
が
図
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

反
省
点
は
、
実
行
委
員
会
を

開
催
後
何
ら
か
の
方
法
で
報

告
い
た
し
ま
す
。 
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吉
松
駅
を
鉄
道
の
観

光
地
と
し
て
位
置
づ

け
し
、
温
泉
や
自
然
を
生
か

し
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
進

め
る
考
え
は
な
い
か
伺
う
。

現
在
温
泉
組
合
の

方
々
と
協
議
し
、
温

泉
手
形
の
発
行
等
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
式
典
の

あ
い
さ
つ
で
人
吉
市
長
が
吉

松
駅
の
転
車
台
の
復
元
や
Ｓ

Ｌ
を
復
活
し
人
吉
駅
か
ら
吉

松
駅
ま
で
運
行
さ
せ
る
こ
と

な
ど
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、

吉
松
駅
を
中
心
と
し
た
鉄
道

の
観
光
地
と
す
る
考
え
は
同

じ
で
あ
り
、
実
現
す
る
た
め

に
今
後
、
総
体
的
に
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

吉
松
駅
周
辺
活
性
化

委
員
会
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
伺
う
。 
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新
政
権
は
財
政
再
建

の
一
方
で
、
景
気
対

策
、
地
方
主
権
、
少
子
高
齢

対
策
、
防
衛
・
防
犯
・
防

災
な
ど
重
点
施
策
と
の
板
挟

み
の
な
か
、
切
口
の
一
環
で

事
業
仕
分
け
を
公
開
し
注
目

さ
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
評

価
さ
れ
た
か
町
長
及
び
教
育

委
員
長
に
伺
う
。

廃
止
の
基
準
等
明
確

に
示
さ
れ
な
い
中
、

事
業
仕
分
け
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
が
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
な
る
の
か
分
か
り
ま

せ
ん
の
で
評
価
す
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
。

国
が
行
っ
て
い
る
こ

と
で
す
の
で
お
答
え

す
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

地
方
自
治
体
の
時
代

に
応
じ
た
整
理
縮
小

と
重
点
、
優
先
の
事
業
仕
分

け
事
例
を
国
が
取
り
入
れ
た

訳
だ
が
、「
見
え
る
化
」「
可

視
化
」
な
ど
自
己
決
定
・
自

己
解
決
の
情
報
公
開
と
、「
行

政
手
続
」「
地
方
分
権
・
主

権
・
住
民
主
権
」
な
ど
住
民

参
画
に
よ
る
民
主
主
義
の
深

化
の
観
点
で
行
財
政
改
革
に

取
り
入
れ
る
考
え
は
な
い
か

伺
う
。

住
民
代
表
の
町
行
政

改
革
推
進
委
員
会
の

提
言
、
全
課
長
か
ら
な
る
町

行
政
改
革
推
進
本
部
に
お
い

て
改
革
の
推
進
に
係
る
総
合

調
整
を
行
い
、
全
職
員
が
改

革
の
必
要
性
を
共
有
し
実
行

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
改
革
の
進
捗
状
況
や

予
算
・
決
算
な
ど
グ
ラ
フ
等

分
か
り
や
す
く
広
報
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま

す
。
国
と
条
件
も
違
う
事
業

仕
分
け
は
慎
重
を
要
し
、
国

と
町
の
予
算
の
性
格
の
違
い

等
か
ら
現
状
で
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。学

校
は
教
職
員
の
自

己
評
価
、
P
T
A
の

学
校
評
価
、
第
三
者
に
よ
る

学
校
評
議
員
制
度
が
あ
り
ま

す
。
教
育
委
員
会
で
は
各
課

の
自
己
評
価
を
基
に
評
価
委

員
が
審
議
、
結
果
を
議
会
に

報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
住

民
参
画
」「
可
視
化
」
が
図
ら

れ
て
い
ま
す
。
提
言
の
改
善

手
法
や
方
向
性
の
趣
旨
は
理

解
で
き
ま
す
。

町
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の

熱
意
に
敬
意
す
る
が
、

課
題
は
な
い
か
伺
う
。 
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住
民
の
イ
ベ
ン
ト
に

対
す
る
認
識
を
い
か

に
高
め
参
加
し
て
も
ら
う
か

と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
り

ま
す
。
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環
境
教
室
の
開
催
の
必
要
性

を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

�
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佐
賀
県
嬉
野
市
に
お
い
て

嬉
野
市
に
お
け
る
災
害
等
に

お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

調
査
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

佐
賀
県
嬉
野
市
は
、
平
成

　

年
に
嬉
野
町
と
塩
田
町
が

１８合
併
し
た
温
泉
観
光
都
市
で
、

年
間
入
込
数
１
９
１
万
人
と

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
町
を

上
流
の
嬉
野
か
ら
塩
田
を
経

て
有
明
海
に
注
ぐ
塩
田
川
が

貫
流
し
て
い
ま
す
が
、
下
流

の
塩
田
地
区
で
は
度
々
水
害

に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
本
町

と
共
通
す
る
歴
史
を
持
っ
た

町
で
あ
り
ま
す
。
塩
田
地
区

の
水
害
は
、
干
満
差
８
ｍ
の

有
明
海
の
満
潮
と
重
な
っ
た

時
に
大
水
害
と
な
る
た
め
、

満
潮
に
神
経
を
と
が
ら
す
と

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

当
市
消
防
団
は
団
員
数
１ 

０
３
３
人
で
、住
民　

人
に
一

３０

人
の
団
員
数
と
な
っ
て
お
り
、

本
町
よ
り
も
か
な
り
多
く
な

っ
て
お
り
ま
す
。（
本
町
は　
４４

人
に
一
人
）　

合
併
前
、
旧
塩

田
町
は
役
場
分
団
を
組
織
し

て
い
ま
し
た
が
合
併
に
よ
り

解
散
し
今
は
地
域
分
団
に
入

団
し
て
お
り
、
昼
間
の
災
害

時
に
は
大
き
な
戦
力
と
な
っ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
高
齢
化
等
に
よ
り
団
員

確
保
に
苦
労
し
て
い
る
本
町

に
お
い
て
も
役
場
職
員
の
消

防
団
入
団
の
あ
り
方
を
模
索

す
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で

は
と
の
思
い
が
い
た
し
ま
し

た
。
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福
岡
県
大
木
町
に
お
い
て
、

大
木
町
に
お
け
る
環
境
に
配

慮
し
た
教
育
施
設
の
整
備
に

つ
い
て
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
調
査
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

福
岡
県
大
木
町
は
水
郷
柳

川
市
に
隣
接
す
る
農
業
の
町

で
、
堀
割
（
ク
リ
ー
ク
）
が

町
全
体
面
積
の　

％
を
占
め

１４

る
堀
割
の
町
で
も
あ
り
ま
す
。

大
木
町
は
合
併
せ
ず
、
独
自

の
町
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま

す
が
、
そ
の
柱
と
な
る
の
が

循
環
の
町
づ
く
り
で
あ
り
、

こ
れ
を
定
着
さ
せ
る
た
め
、

延
べ
１
０
０
回
を
超
え
る
住

民
説
明
会
を
行
い
、
循
環
の

町
づ
く
り
は
住
民
と
の
協
働

作
業
で
あ
る
と
の
認
識
が
町

全
体
に
定
着
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
町
の
３

つ
の
小
学
校
に
は
全
て
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し

て
い
ま
す
が
、
電
気
節
減
よ

り
、
む
し
ろ
環
境
教
育
に
視

点
を
お
い
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
本
町
に
お
い

て
も
分
別
収
集
へ
の
児
童
の

参
加
や
生
涯
学
習
に
お
け
る

�������	
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た
が
、
加
工
す
る
為
、
引
取

り
の
検
査
は
厳
し
く
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

同
施
設
で
は
緊
急
雇
用
対
策

事
業
で
従
業
員
を
雇
用
し
、

食
肉
は
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
に

加
工
し
販
売
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

杵
築
市
は
、
有
害
鳥
獣
捕

獲
の
た
め
の
大
掛
か
り
な
防

護
柵
設
置
、
猟
友
会
の
会
員

の
方
と
の
連
携
、
箱
わ
な
の

提
供
、
処
理
施
設
の
整
備
等

ハ
ー
ド
面
に
お
い
て
わ
が
町

の
参
考
と
な
る
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
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大
分
県
宇
佐
市
に
お
い
て

「
温
泉
施
設
老
人
憩
い
の

家
」
を
利
用
し
た
取
り
組
み

に
つ
い
て
調
査
研
修
を
行
い

ま
し
た
。

　

こ
の
温
泉
施
設
は
福
祉
目

的
で
、
高
齢
化
率
が
宇
佐
市

　

・
４
％
、
安
心
院
地
区　

２９

３８

・
２
％
と
、
非
常
に
高
い
比

率
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
要

介
護
認
定
の
比
率
を
見
て
み

る
と
宇
佐
市
は　

・　

％
、

１９

０６

安
心
院
地
区
が　

・　

％
と

１８

８７

の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。「
老

人
憩
い
の
家
」
が
あ
る
校
区

で
み
れ
ば　

・　

％
、　

１５

２２

１７

・
５
％
、　

％
と
要
介
護
認

１７

定
が
低
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

（
本
町
の
高
齢
化
率　

・
６

３４

％　

要
介
護
認
定
比
率　

・
１９

　

％
）

１２�
�
�
�
�
�
�
	



　

Ｈ　

年
に
指
定
管
理
者
制

１８

度
を
導
入
し
、
Ｈ　

年
よ
り

２１

規
約
の
見
直
し
に
よ
り
入
札

に
よ
り
指
定
管
理
者
を
選
定

し
た
結
果
、
前
年
度
ま
で
と

比
べ
る
と
、
３
施
設
で
合
計

１ 

５
０
０
万
円
程
度
で
あ

っ
た
支
出
金
が
、
今
年
度
か

ら
は
、
７
１
０
万
円
と
な
っ

た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

高
齢
者
に
対
す
る
温
泉
施

設
の
意
義
は
、
近
く
の
温
泉

に
自
ら
歩
い
て
い
き
、
そ
こ

で
人
や
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
。
ま

た
指
定
管
理
者
の
規
約
の
内

容
、
社
協
の
あ
り
方
等
わ
が

町
に
も
応
用
で
き
る
も
の
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

ま
し
た
。
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大
分
県
杵
築
市
に
お
い
て
、

有
害
鳥
獣
駆
除
対
策
と
、「
山

香
ア
グ
リ
」
食
肉
加
工
処
理

施
設
に
つ
い
て
の
調
査
研
修

を
行
い
ま
し
た
。

　

同
市
の
有
害
鳥
獣
の
被
害

は
、
特
に
過
疎
化
や
後
継
者

不
足
等
を
抱
え
る
集
落
に
お

い
て
は
、
年
間
を
通
じ
農
林

作
物
の
被
害
が
増
大
し
、
農

林
収
入
の
減
少
の
み
な
ら
ず
、

営
農
意
欲
も
減
退
し
て
い
る

状
況
で
あ
り
、
鳥
獣
害
防
止

総
合
支
援
事
業
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
事
業
、
有
害
鳥
獣
被
害

対
策
関
係
事
業
等
行
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
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有
害
鳥
獣
対
策
と
し
て
捕

獲
し
た
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
の

処
理
の
た
め
、
県
、
市
、
民

間
の
３
者
で
作
っ
た
食
肉
加

工
処
理
施
設
を
整
備
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
イ
ノ
シ
シ
２
０

０
頭
、
シ
カ　

頭
が
持
ち
込

３１

ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

�������	
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・広報調査特別委員会８日１月
・広報調査特別委員会１４日

・平成２１年第１回姶良
・伊佐地区介護保険組合議会定例会２０日

・広報調査特別委員会２１日

・南九州市議会総務常任委員会所管事務調査対応２２日

・県町村議会議長会理事会２８日

・議員研修会２９日

・郡議長会第４回定期総会３日２月
・議会運営委員会１８日

・伊佐地区一部事務組合議会１９日

・議会運営委員会２３日

・県町村議会議長会第６０回定期総会２４日

・伊佐北姶良環境管理組合議会定例会
・市町村総合事務組合議会定例会２５日

・全員協議会
・本会議　２６日

・本会議
・常任委員会　※３／２まで２７日

・議会運営委員会
・全員協議会
・本会議
・常任委員会　※９日まで

６日

３月

・議会運営委員会１１日

・全員協議会
・本会議１３日

・県議長会第１回理事会　※２日まで１日４月
・議会運営委員会１７日

・第１期町議会議員任期満了日２３日

・第２期町議会議員任期開始日（Ｈ２５．４．２３まで）
・全員協議会２４日

・臨時議会（初議会）２８日

・県議長会ゴルフ大会８日５月
・県議長会臨時総会
・県議長会常任委員会研修会１４日

・議会運営委員会１５日

・全国町村議会議長研修　※２０日まで
・川内川改修促進期成会通常理事会１８日

・九水連第５２回定期総会と川内川上流河川改修期
成同盟会総会　※２１日まで２０日

・郡議長会第１回定期総会　※２２日まで２１日

・全員協議会　２５日

・郡議長会正副議長研修　　※２７日まで２６日

・議会運営委員会２７日

・全員協議会
・臨時議会２９日

・県議長会正副議長研修会　※５日まで４日６月
・議会運営委員会９日

・全員協議会
・本会議１１日

・議会運営委員会１２日

・常任委員会　※１７日まで１５日

・本会議　１９日

・本会議
・全員協議会２３日

・議会運営委員会２９日

・全員協議会
・最終本会議
・広報調査特別委員会

３０日

・郡議長会ゴルフ大会３日７月
・伊佐北姶良環境管理組合議会臨時会８日

・川内川改修促進期成会等による要望会１４日

・議会運営委員会
・全員協議会
・広報調査特別委員会

１５日

・広報調査特別委員会２２日

・議会運営委員会２３日

・広報調査特別委員会
・県議長会常任委員長研修会　※３０日まで２９日

・議会運営委員会３０日

・九州地方整備局への要望３１日

・全員協議会
・本会議
・広報調査特別委員会

３日
８月

・常任委員会４日

・市町村政研修会６日

・郡議長会第２回定期総会
・議会運営委員会７日

・全員協議会
・本会議１０日

・介護保険組合議会１９日

・郡議長会常任委員長研修会　※２１日まで２０日

・議会運営委員会２６日

・伊佐北姶良環境管理組合議会定例会２８日

・議会運営委員会８日９月
・全員協議会
・本会議
・決算審査特別委員会　※２９日まで

１０日

・本会議
・常任委員会　※１４日まで１１日

・広報調査特別委員会
・本会議
・全員協議会

２８日

・伊佐湧水消防組合議会臨時会３０日

・本会議８日１０月
・伊佐湧水消防組合議会９日

・広報調査特別委員会１４日

・県議長会広報研修会１５日

・広報調査特別委員会２１日

・総務常任委員会所管事務調査　※２７日まで２６日

・平成２１年度川内川上流河川改修期成同盟会
　中央要望会　※２９日まで
・広報調査特別委員会　

２８日

・議会運営委員会３０日

・全員協議会
・臨時議会
・広報調査特別委員会

２日
１１月

・郡議長会議員大会５日

・全国町村議会議長研修　※１２日まで１１日

・議会運営委員会
・全員協議会１７日

・郡議長会第３回定期総会　※２０日まで１９日

・議会運営委員会２４日

・全員協議会
・臨時議会
・川内川改修促進期成会による中央要望
　※２６日まで

２５日

・経済常任委員会所管事務調査　※２７日まで２６日

・議会運営委員会３０日

・特定構造物阿波井堰緊急改築事業等に対する
　国会議員への要望　※３日まで２日１２月

・議会運営委員会７日

・全員協議会
・本会議１０日

・本会議
・全員協議会
・水害対策調査特別委員会

１１日

・常任委員会　※１５日まで１４日

・議会運営委員会１８日

・全員協議会
・最終本会議
・広報調査特別委員会

２２日

・伊佐地区一部事務組合議会２４日

・介護保険組合議会２５日
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　第５回臨時会は１１月２５日招集され、１日間の会期で開催されました。

　今臨時会では、国の人事院勧告に基づく、町職員及び町長等・教育長の給与等に関

する条例の一部改正が上程され、原案のとおり可決しました。

　また、本町議会議員においても、これに準じて、湧水町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例の議員発議が提出され、原案のとおり可決し

ました。

����� ������

結果提案理由等議案

国の人事院勧告に基づき、本町職員においても国家公務員
に準じて所要の改正を行うもの。
・期末勤勉手当支給月数（年間）
　４．５０月→４．１５月（△０．３５月）
※６月支給の期末勤勉手当も０．２４％分を１２月期末勤勉
手当で減額調整

・給料表を若年層の一部を除き平均０．２％引き下げ
※平成２１年４月～１１月までの支給分の０．２４％分を１２月
期末手当で減額調整　等

湧水町職員の給与に関す
る条例及び湧水町職員の
勤務時間、休暇等に関す
る条例の一部を改正する
条例の制定について

������

国の人事院勧告に基づき、本町特別職においてもこれに準
じて所要の改正を行うもの。
・期末手当支給月数（年間）
　３．３０月→３．１０月（△０．２０月）

湧水町長等の給与等に関
する条例及び湧水町教育
長の給与等に関する条例
の一部を改正する条例の
制定について

������

国の人事院勧告に基づき、本町議会議員においてもこれに
準じて所要の改正を行うもの。
・期末手当支給月数（年間）
　３．３０月→３．１０月（△０．２０月）

湧水町議会議員の議員報
酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部を改正する
条例の制定について
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